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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，及び，

養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等が，明確

に定められているか。 

 
（観点に係る状況） 
 本校の目的は，創設時に明確に定め，学則に掲げている（資料１－１－①－１）。百余年の長期にわ

たる商船教育に加えて，工業系２学科（電子機械工学科，情報工学科）が改組により設置されたもの

の，基本的には本校の目的は変わらない。 
 また，平成 14年度には，学校として養成したい人材像及び学科ごとの養成したい人材像を定める
ことで，卒業時に習得すべき資質と学力をより具体的に示し，本校の中期計画，学校要覧，ホームペ

ージに掲載している。 
 （教育方針） 
 ①自然科学および専門技術の基礎力を身につけ，高度化かつ多様化してゆく科学技術に柔軟に対

応できる人材の育成。 
 ②身の回りの諸現象，特に海をとりまく自然・文化・歴史に好奇心を抱き，多角的に考えたり調

べたりできる，独創力のある人材の育成。 
 ③日本および世界の文化や社会に関心をもち，国際的視野でものが見られ，しかも人間として，

技術者として高い倫理観をもった人材の育成。 
（養成したい人材像） 
  教 養 教 育：幅広い視野に立った総合的な判断力，斬新な創造力を備えた実践的技術者 

養成のための基礎的能力の涵養と教養の育成を目指す。 
  商 船 学 科：船員教育を基盤にした海事総合科学を身につけた技術者の育成。  
  電子機械工学科：ものづくりのできる実践的な技術者－計画・設計から生産・保守運用 

までできる技術者－の育成。 
  情 報 工 学 科：情報リテラシー，情報工学の知識に加え，問題分析，解決能力を備えた 

システム技術者の育成。 
  専 攻 科：実際のシステムの運用・管理や開発能力，「ものづくり」に必要な基礎理論

の応用力を身につけた技術者の育成。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
 本校の目的は，高等専門学校の使命を明確に定めている。また，目的に基づいて学校及び学科ごと

の教育方針として，養成すべき人材像を具体的に定めている。 
 以上のことから，本校は，高等専門学校としての目的を明確に定めているといえる。 
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資料１－１－①－１ 

出典：弓削商船高等専門学校学則 
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観点１－１－②：目的が，学校教育法第70条の２に規定された，高等専門学校一般に求められる目的 

から，はずれるものではないか。 

（観点に係る状況） 
 本校の教育方針は，学校教育法第 70条の２に規定された，高等専門学校一般に求められる目的で
ある「深く専門の学芸を教授」「職業に必要な能力の育成」を踏まえて，定められたものである（資料

１－１－②－１）。平成 16年度の独立行政法人化を機に，有識者による外部評価を実施し，本校の教
育目的，方針を含む学校運営に関する自己点検評価報告書を作成することで諮問を受けている（資料

１－１－②－２）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
 本校の目的は，学校教育法第 70条の２に規定された，高等専門学校一般に求められる目的を踏ま
えて策定されている。また，有識者による外部評価を実施することで諮問を受けている。さらに，学

科ごとの教育方針として，養成すべき人材像も具体的に定めている。 
 以上のことから，本校の目的は，学校教育法第 70条の２に規定された，高等専門学校一般に求め
られる目的から，はずれるものではないといえる。 
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資料１－１－②－１ 

出典：自己点検評価委員会 
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資料１－１－②－２ 

出典：平成 16年度自己点検評価報告書 
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観点１－２－①： 目的が，学校構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況） 
 本校の教育目的は，ホームページ及び刊行物等により学校構成員（教職員及び学生）に掲載されて

いる。 
  本校の目的は，学内専用ホームページ（資料１－２－①－１）による一般的な周知のほか，学生に
は学生便覧（規則等の項目）にて周知している。 
 教育方針（養成すべき人材像等）は，本校ホームページ（資料１－２－①－２）による一般的な周

知のほか，学生には，学生便覧（資料１－２－①－３）及びシラバス（資料１－２－①－４）により

周知している。教職員には，学科ごとの教育方針を明記した中期計画書（資料１－２－①－５），学級

担任の手引き（資料１－２－①－６）及び新任教員手引き（資料１－２－①－７）を配布することに

より周知している。 
 上述した刊行物等の配布に加えて，本校の目的及び教育方針は，各教室・各課事務室に，養成すべ

き人材像を明記したパネルの掲示，新入生オリエンテーション，新任教員オリエンテーションで刊行

物を活用して教務主事が説明することで周知している（資料１－２－①－８）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
 本校は，教職員及び学生に対して，ホームページや刊行物等によって目的及び教育方針の周知を図

っている。以上のことから，目的が，学校構成員（教職員及び学生）に周知されているといえる。 
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資料１－２－①－１ 

出典：学内専用ホームページ 
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資料１－２－①－２ 

出典：本校ホームページ 
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資料１－２－①－３ 

出典：平成 18年度学生便覧 
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資料１－２－①－４ 

出典：平成 18年度シラバス 
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資料１－２－①－５ 

出典：弓削商船高等専門学校中期計画書 
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資料１－２－①－６ 

出典：学級担任の手引き 
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資料１－２－①－７ 

出典：平成 18年度新任教員の手引き 
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資料１－２－①－８ 

出典：平成 18年新任教員手引き 
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出典：平成 18年度新入生オリエンテーション実施要領 
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観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況） 
 本校の教育方針は，ホームページ（資料１－２－①－２）と学校要覧（資料１－２－②－１）に掲

載することによって，社会に対して公表している。 
 また，主として中学生を対象とした学校案内（資料１－２－②－２）にも，教育方針と学科ごとの

養成したい人材像を記載し，年１回実施しているオープンカレッジで全参加者に対して配布している

（資料１－２－②－３）。 
 さらに，「しまなみ海道」（広島県尾道市と愛媛県今治市を架橋によって結ぶルート）を中心とした

中四国地区の中学校に PR活動を展開しており，入学案内を配布するとともに，学校の目的の説明を
行っている（資料１－２－②－４）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
 本校は，目的，教育方針，学科ごとの養成したい人材像をホームページに全て掲載している。また，

中学生向けの学校案内には，教育方針，学科ごとの養成したい人材像を掲載しており，オープンカレ

ッジや中学校訪問時に積極的に説明している。 
 以上のことから，目的が，社会に広く公表されているといえる。 
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資料１－２－②－１ 

出典：平成 18年度学校要覧 
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資料１－２－②－２ 

出典：平成 18年度学校案内 
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資料１－２－②－３ 

出典：平成 17年度オープンカレッジ実施要項 
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               オープンカレッジ参加者数 

出典：学生課 
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資料１－２－②－４ 

出典：平成 17年度学校説明会実施要項 
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出典：学生課 
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（２）優れた点及び改善する点 

 (優れた点) 
 本校の目的等については、本校ホームページや刊行物により学生及び教職員に周知している。また，

オープンカレッジや学校説明会などの参加者の多い行事には教育方針が記載された刊行物の配布と説

明により社会に広く公表されている。 
 (改善する点) 
 該当なし 
 
（３）基準１の自己評価の概要 

 本校の目的は，学校及び学科ごとの教育方針として，養成すべき人材像を具体的に定めている。ま

た，学校教育法第 70条の２に規定された，高等専門学校一般に求められる目的から，はずれるもの
ではない。 
 本校は，教職員及び学生に対して，ホームページや刊行物等によって目的及び教育方針の周知を図

っている。以上のことから，目的が，学校構成員（教職員及び学生）に周知されているといえる。社

会に対しては，本校の教育方針，学科ごとの養成したい人材像をホームページに全て掲載して公表し

ている。また，中学生向けの学校案内には，教育方針，学科ごとの養成したい人材像を掲載しており，

オープンカレッジや中学校訪問時に積極的に説明している。 
 


